
徳島市障害者控除対象者認定要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高齢者でその障害の程度が所得税法施行令（昭和４０年政令第９６

号）第１０条第１項第７号若しくは同条第２項第６号又は地方税法施行令（昭和２５年

政令第２４５号）第７条第７号若しくは同条の１５の７第６号に規定する者（以下「障

害者控除対象者」という。）として認められる場合の認定及び障害者控除対象者認定書の

交付に関して必要な事項を定めるものとする。 

（認定の申請） 

第２条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書（様

式第１号。以下「申請書」という。）を徳島市福祉事務所長（以下「福祉事務所長」とい

う。）に提出するものとする。 

２ 申請できる者は、本人又は民法（明治２９年法律第８９号）第７２５条に定める親族

とする。ただし、本人以外の者が申請する場合においては、要介護認定情報等の調査に

ついて本人の同意を得るものとする。 

（認定の基準及び審査） 

第３条 福祉事務所長は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第２７条の規定による

要介護認定を受けている者について、別表に掲げる基準により審査し、障害者控除対象

者の認定を行うものとする。 

（認定基準日） 

第４条 前条の認定の基準日は、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第８５条及び地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の２第９項の規定の定めるところによる。 

（認定書の交付） 

第５条 福祉事務所長は、第３条の規定する審査の結果について、障害者控除対象者認定

書（様式第２号）又は障害者控除対象者非該当通知書（様式第３号）を交付するものと

する。 

（認定書の効力） 

第６条 障害者控除対象者認定書は、認定年度のみ有効とする。 

（報告の義務） 

第７条 第５条の認定を受けた者で、認定の障害事由に変更又は消滅が生じた場合は、速

やかに福祉事務所長にその旨を報告しなければならない。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が別に定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成１９年１１月１日から施行し、平成１９年分所得税及び平成２０年度

地方税に係る障害者控除対象者の認定から適用する。 

附 則 



 この要綱は、平成２７年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年 7月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別表（第３条関係） 

区 分 認 定 基準日の障害状況 

障 害 者 

身体障害者（３級～６

級）に準ずる 

要介護度１以上で、かつ、障害高齢者の日常生

活自立度（寝たきり度）がＡ以上の者 

知的障害者（軽度・中

度）に準ずる 

要介護度１以上で、かつ、認知症高齢者の日常

生活自立度がⅡ以上の者 

特別障害者 

身体障害者（１級・２

級）に準ずる 

要介護度４以上で、かつ、障害高齢者の日常生

活自立度（寝たきり度）がＢ以上の者 

知的障害者（重度）に

準ずる 

要介護度４以上で、かつ、認知症高齢者の日常

生活自立度がⅢ以上の者 

 


